
核兵器の廃絶、原発の再稼動反対、そして憲法改悪反対などを訴え、６

月18日～29日まで、『第３２回反核平和の火リレー』が開催されました。

このリレーは、広島の平和公園で灯し続けられている平和の火をトーチに

掲げ、宮城県内６００キロを走り継ぐもので、全国で行われています。

塩釜地区のリレーは、６月１８日に仙台地区から引き継がれ、塩釜市職、

ＪＰ（郵便局）、労金、宮交、水道、農林、全港湾などの労働組合の青年・

女性を中心に取り組まれ、国労も平和を訴え継続して参加している取り組

みです。今年も幹総から５名が参加しています。

戦争の非人間性を学んだ平和の火の夕べ

リレー前日には、地区の平和運動を担ってこられた山本進塩釜市会議員

の講演があり、「自分の父親が中国に２度出兵していたが、戦争の話しは、

ほとんど聞いたことはなかった。ただ、戦争をやってはダメだといつも話

していた」「塩釜は、日本で２番目となる1944年12月29日に空襲を受けた。

その後、東京大空襲や仙台大空襲となっていった」と家族の話や史実をも

とにした戦争の影響について述べられ、参加者からは、「東京大空襲は聞

いたことがあるが、まさか塩釜でも空襲があったとは」などの感想が出さ

れていました。また、そこから広島、長崎の原爆投下につながった経過も

報告されました。

また、広島の大久野島では、毒ガス製造工場が建設され、従事していた

労働者が何を作っているのか分からず働かされていたことなども報告され

ました。それらの事実に、今の日常とは掛け離れた当時の現実が、再び繰

り返されないようにしなければならないと考えあいました。

走り継ぎ市民に訴えました

反核平和の火リレーは仙台から引き継がれ、七

ヶ浜町～多賀城市～塩釜市～利府町～松島町を引

き継ぎ、石巻地区へと無事引き継ぎました。

各自治体前では、引継ぎ集会が行われ、各自治

体の町長、市長から激励の言葉が述べられるなど、

３２年の継続が、平和やあらゆる核の廃絶への力 七 浜町 出発集会  

になっており、今後も継承していかなければなら

ないと、参加者が思いを新たにしてきました。

多くの市民が待ちうけた到着集会

最終日の２９日は、宮城県内を一周し仙台へ。

到着地となる仙台市の錦町公園には、平和行進を 余裕 大知里   吉田  

行っていた多くの市民が、リレーの到着を見守っていました。

到着後の集会では、宮城原爆被爆者の会の木村緋紗子さんから「被爆者

も高齢化が進み、戦争の悲惨さや原爆の恐ろしさを伝えていくことが難し

くなっている。こういう取り組みを通じて私たちのような経験をする人間

が出ないように頑張ってほ

しい」とエールが送られま

した。そして、トーチの火

収めが行われ、２週間の宮

城の反核平和の火リレーが

終了し今年も、無事福島県

へと平和の火は引き継がれ

雨 中行   反核平和 火   到着集会 て行きました。

ＮＯ． ４８６

２０１９年７月 ３日

発 責 渡辺 一則

編 責 編集委員会



６月２８日、伊藤隆さん、小木田力さん（５月退職）、吉村豪敏さん（６

月退職）、千葉朗さん（７月退職）の退職を祝う会を「みちのく邸」にて開

催しました。

伊藤隆さんは６月からＪＲＴＭ、小木田さんは車両エルダー、吉村さんは

７月からＪＲＴＭで引き続き頑張っています。千葉さんについては、７月で

退職にもかかわらず、今現在、提示がされていません。会社との交渉では、

丁寧に説明するなど説明していますが、当月に入っても提示がないことは、

国の指針にも反する対応であり、早急な提示を求めています。

分会長挨拶、乾杯と進み、その後本部からの

感謝状が支部高橋書記長から、分会からは記念

品が渡辺分会長からそれぞれ手渡されました。

退職者の皆さんからは、退職を迎えた気持ち

やエルダーになっての苦労などが述べられまし

た。また、祝う会に合わせて、５月に車体科か

ら台車科に異動となった菊地俊二さんも紹介さ

れ、台組での苦労などが報告されました。

なんと言っても強調されていたのは、「国労

でよかった」という事でした。色々な苦労はあ

ったものの、どこに行っても国労がいて、声を

掛けてくれたことによって、仕事も出来たし、

楽しく働き続けることが出来たと述べられてい

たことが印象的でした。 記念撮影するみなさん

○拡大の状況

７月 １日 仙台施設 ２４才

７月 １日 武蔵小杉駅 ２３才

○今後の日程

７月１３日 社員代表者交流会（東京地方本部）

７月２１日 参議院選挙投票日

７月２６日 分会暑気払い（田なか屋仙台駅前店）

７月30～31日 定期全国大会（伊東）

８月23～24日 東日本本部定期大会（東京）

【エルダー社員の経過措置が示される】

４月２５日に通勤手当の見直しが提案され、特にエルダーのモニター

通勤者が高齢者雇用継続給付金の扱いが心配されていました（だいしゃ

484号）。全てが解決とはいきませんが、国労の指摘により、６月２０日

に以下の通りの経過措置が示されました。

［モニター制度廃止に伴い新設する新幹線等の通勤手当を支給される

エルダー社員には（新幹線等乗車距離によらず、エルダー社員雇用契約

終了までの間）通勤援助金として月額３０,０００円を支給する。］

今後個人ごとに説明がされます。疑問な点は分会へお寄せ下さい。


